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運 輸 審 議 会 議 事 録

(第 7回 )

日  時 平成 22年 2月 2日 (火)10時 45分 ～ 12時 05分

場 所 国土交通省 運輸審議会 審議室

出 席 者

委 員 氏 名  大屋則之、上野文雄、廻洋子、保田員紀子、島村勝巳、松田英三

事案処理職員氏名   /1ヽ [菫琉]:仏

関係者氏名 鉄道局 鉄道業務政策課 堀家久靖課長、

鉄道業務政策課 旅客輸送業務監理室 段原二郎室長、

参考人氏名 一橋大学大学院商学研究科教授 山内弘隆

議  題

審   理  京成電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限設定認可申請事案について

鉄 道 関 係 (用=21-4001)

運 輸 審 議 会



審議の概要

京成電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限設定認可申請事案 (平21-4005)について、

山内弘隆一橋大学大学院商学研究科教授より意見を聴取 した後、質疑を行つた。

質疑等の概要は以下のとお り。

1 先 日の公聴会で多数の反対公述人から成田空港線の運賃が極端な遠距離逓減になつているとの

意見が示 された。北総線区間の利用者の負担で東京都心・成田空港間の運賃を不当に安 く設定 し

ているとい うのである。そもそも鉄道事業者は遠距離逓減の程度を自由に決められるのか。それ

とも何 らかの限度があるのか。

→ 成田空港線の上限運賃認可申請の経緯を必ず しも十分には把握 していないので、回答するの

が難 しい事項ではあるが、基本的には遠距離逓減の程度は鉄道事業者の裁量事項であつて、申

請運賃による収入が総括原価の範囲に収まっていれば問題はないと考える。

2 成田空港線では近距離帯 と遠距離帯では運賃の増加割合が大きく異なうているが、これは問題

ではないか。           .

→ 確かに成田空港線の運賃の増加割合には、近距離帯と遠距離帯で、かな りの差異が認められ

る。もともと遠距離逓減は国鉄運賃で採用されたものであり、 」R各社が引き継いでいる。最

近では、あまり大きな遠距離逓減をかけていないようだが、成田空港線に類似の事例も存在す

るのではないかと推測される。

3 京成電鉄は、成田空港線の うち北総線区間については、北総鉄道の運賃を所与のものとして同

額の運賃を設定 しようとしているが、独 自に別運賃を設定 してもよいのではないか。

→ 理屈の上では事業者が異なれば同一の路線であつても別運賃を設定できる。 しかしながら、

本事案の場合、北総線区間の建設時等における総括原価に基づき北総鉄道の運賃が設定され実

際に適用されていることからすれば、京成電鉄が当該区間について別運賃を設定するのは難 し

いと考えられる。

4 成田空港線の運賃は、近距離帯では増加割合が大きく、遠距離帯では増加割合が小 さくなつて

いるが、価値主義、費用主義に立った場合に、どのような説明になるのか。

→ 価値主義の観点からは、京成高砂～成田空港間の運賃は、競合する交通手段 との関係を考慮

して設定する必要があるので、新線区間 (印格 日本医大～成田空港)は北総線区間 (京成高砂

～印藩 日本医大)に比べて運賃の増加割合が抑えられることになる。

費用主義の観点からは、.「インフラ部分のコス トについて、北総線区間は補助率が低い

ので鉄道事業者のコス ト負担が重いのに対 し、新線区間は補助率が高いので鉄道事業者のコス

ト負担が軽い。こうしたコス ト負担の差異が運賃制度に反映されるので、北総線区間の運賃の

増加割合は相対的に大きくなり、新線区間の運賃の増加割合は相対的に小さくなる」との説明

を行 うことができる。

ちなみに、 1ヒ総線区間については、千葉ニュータウンの計画に基づき、低率の補助でも十

分に採算が取れる見込みだつたのだが、入居が計画通 りに進まなかつたので、利用者の運賃負

担が重 くなった面はある。



これに対 し、近距離帯の運賃を引き下げ、遠距離帯の運賃を引き上げることによって成田空

港線全体の賃率を平準化するとい う考え方もあるが、一種の内部補助であり、受益 と負担を一

致させるべきとの観′点からは望ましくない。

5 運賃設定に当たつては、鉄道の地域毎の独占的な性格を勘案する必要はないのか。

→ 鉄道事業の市場を細分化してみた場合、かなり独占的なセグメントが存在するがtこ のよう

なセグメントでは、消費者搾取が生じないよう、行政の介入や規制が必要となる。

当該鉄道を利用せざるを得ない旅客の輸送、例えば通学輸送は、独占的セグメントとしての

性格が強いが、北総線区間については、かなり高率の通学定期の割引が導入されるので、消費

者搾取の問題は回避できるものと考える。

成田空港線について、京成電鉄は、鉄道施設の保有事業者が異なる4区間をまたいで運行する

ことになるが、 4区間毎に総括原価を算定 して、別々の運賃を設定することはできないのか。

→ 経済学的な観点からは、異なるセグメン トにサービスを提供 しているのであれば、区間毎に

別運賃を設定することも考えられる。例えば、北総線区間の旅客輸送 と成田空港までの旅客輸

送は、一部の鉄道路線を共同で使用するものの、市場 としては異なるので、別運賃を設定する

とい うこともあり得る。

他方、法的な側面からみると、このような運賃の設定が総括原価の考え方と整合性が取れる

か否かが問題 となる。鉄道事業法は総括原価の考え方について細かく規定 していないので法解

釈の領域 となるが、一つの鉄道路線の収入・費用をセグメン ト別に区分することは、総括原価

との整合性の点でかなり微妙な事項であり、これを認めるのはやや難があるものと思料 される。

しかしながら、 (地方 自治体が半分を補助金で支出するとしても)成田空港線の開業に伴 う

空港利用者等の新たな運賃負担によつて、北総線区間の実施運賃が引き下げられるのであれば、

新線開業による便益が北総鉄道の利用者にも及ぶことになるので、パ レー ト改善 (全体の効用

の改善)と して評価することができる。

詰まるところ、北総線区間の運賃の問題については、実施運賃 レベルでの引き下げ等を勘案

した上での利用者の納得感に帰着するものと考える。

7 北総線区間の運賃の問題については、公的な主体によるニュータウン計画の見込み違い

に起因するものと認識 しているが、公共の責任については、どのように考えるのか。

ち 公共が事業主体であるのは、 リスクが非常に大きいので、公共でなければ責任を負担できな

いとい うことである。

本事案の場合、公共によるリスク負担の端的な方法としては、公共が税金を徴収 して補填を

行 うことが考えられるが、一事業者の運賃是正のための施策としては、なかなか実現させるの

が難 しい。

このため、公共の信用力を活用 して、負担の先送 り・平準化を行い、長い時間をかけて問題

を解決するとい う次善の策を追求するのが現実的であろう。

8 鉄道事業法第 16条第 5項第 1号に規定する「特定の旅客に対する不当な差別的取 り扱い」、

同法第 23条柱書の「利用者の利便その他の公共の利益を阻害 している場合」には各々どのよう

な事例が該当すると考えるか。

→ 鉄道事業法第 16条第 5項第 1号の不当差別禁止条項は、旅客の負担の限界まで近づ く運賃

の設定を禁 じているものと解 される。同法の前身である地方鉄道法にも同様の条項があり、鉄

道事業の独 占性を前提に事業者による搾取を防ぐことを意図していた。最近では交通手段の多

様化により鉄道事業の独 占性は後退 しているので、不当差別禁止条項の意味合いは薄まついる。

しかしながら、市場を細分化 した場合、鉄道の独占性が認められるセグメン トが存在するの



で、行政当局としては、個別の事案毎に不当差別的な運賃設定がなされていないかを監視 して
いくことが必要になる。

また、鉄道事業法第 23条の事業改善命令であるが、事業者が極めて悪質なことを行つたた
め、市場が適正に機能 しなくなり、不当差別禁止条項に該当する事例よりも更に普遍的な意味
での利用者の搾取が生 じた場合に発動 されるものと考えている。

9 公聴会では、京成電鉄が子会社である北総鉄道や千葉ニュータウン鉄道に適正な線路使用料を

支払つていないとの指摘もあつた。

鉄道事業法では、国土交通大臣は適正な運営に支障がない限 り線路使用料を認可するものとさ

れているが、これは独立した事業者間での協議により線路使用料が取 り決められることを前提 と
した規定である。

これに対 し、本事案のように親子関係にある事業者間での線路使用料の取 り決めについては、
どのように扱 うべきと考えるか。

→ 鉄道事業法は線路使用料については極めて簡潔な規定 しか設けていないが、電気事業法等で
は線路使用料に相当する託送料について算定方法等を詳細に規定 している。

個人的な見解ではあるが、公共料金の規制のあり方 としては、電気事業法等のように算定方
法等を含めて事業者を細かく縛るよりは、鉄道事業法のように事業者に幅広い自由度を付与す
る方が望ましいと考える。

親子関係にあるかどうかは別 として、当事者間で取 り決めた線路使用料については、行政当
局が、一定の基準に従い、その裁量の範囲内で当否を判断することになる。

その後は、行政当局の判断に対 し関係者から不満で出た場合に、どのように対応するかの問
題であろう。



運 輸 審 議 会 議 事 録

(第 8回 )

日  時 平成 22年 2月 4日 (木)10時 45分 ～ 12時 00分

場 所 国土交通省 運輸審議会 審議室

出 席 者
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鉄道業務政策課 旅客輸送業務監理室 段原二郎室長、
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議  題

意 見 聴 取  京成電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限設定認可申請事案について

鉄 道 関 係 (丹
221-4001)

審   理  運輸審議会運輸安全確保部会でのア ドバイザ リーについて

―
運 輸 審 議 会



審議の概要

京成電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限設定認可申請事案 (平21-4005)について、

牧野修東武鉄道株式会社取締役より別添資料に基づき意見を聴取 した後、質疑を行つた。

質疑の概要は以下のとお り。

1 普通運賃は一律に設定されているが、特急料金は特急の種類によって差がついているのは、ど
のような理由によるものか。

→ 車両のグレー ドの違いが大きく影響 している。 「けごん」や 「きぬ」は、最新の一番豪華な
列車を使用 してお り、また、 1車両の定員が少ないのでピッチが非常に広 くなっている。 こう
した車両のグレー ドの違いが特急料金の差に反映されている。

2 平成 15年の特急料金の値下げに当た り、普通運賃の値上げあるいは値下げについても検討 し
たのか。

→ 平成 17年当時、特急の旅客数がピーク時である平成 2～ 3年に比べて大きく落ち込んでい
たが、一般の旅客までが、どんどん減少 してとい う状況ではなかった。このため、特急料金の
値下げのみを検討 したものである。

3 平成 15年以降に普通運賃については全線一律で値上げを行つたことはあるか。

→ 平成 15年以降普通運賃の値上げを行つていない。平成 17年に特々制度 (特定都市鉄
道整備積立金制度)の関係で定期運賃の値上げを行つたが、普通運賃は据え置きであった。

4 各路線毎の収支状況を踏まえ、運賃や特急料金に差をつけるとい う考え方は取つていないのか。

→ 御指摘の通 り路線によって収支状況は異なるが、路線別に運賃や料金に差をつけることを考
えたことはない。需要規模が小さく収入の少ない区間についてはワンマン運転や駅の無人化に
よリコス トを抑えることで対応することとしている。

5 特急の走っている路線が普通運賃を含めて収支上稼ぎ頭の路線 とい うことか。

→ 当社において最も主要な部分は通勤・通学の旅客の多い路線である。特急列車は、その路線
の延長上を走ってお り、以前は観光客のみであつたのが現在では通勤客も利用 しているので、
そ うい う面では稼ぎ頭 といってもよい部分がある。

6 特急列車を使用することによって所要時間はどの程度短縮 されるのか。また、特急料金の値下
げがあつた平成 15年に続き平成 18年にも特急利用者数が大きく増加 しているが、これは JR
との相互乗入の実現によるものか。

→ 浅草～ 日光間について言えば、特急は 106分 (1時間46分)であるのに対 し、昼間ll■速
は 160分 (2時間40分)と なり、 1.5倍 となる。平成 18年の利用者の増加は JRと の

相互乗入の実現が大きい。

7 東武鉄道の路線ネ ットワークは非常に広範囲に及んでいるが、設備投資の中心は、路線のどの

部分になるのか。



→ 東京都心への通勤圏内の投資が多くなる傾向にある。連続立体交差化事業を地方 自治体 と共

同で国の支援を受けながら実施 している。また、単線区間の複線化なども輸送需要の動向をみ
ながら実施 している。

ある区間に特別大きな投資をしていないので、加算運賃など特定の区間に大きな負担を課すよ

うな運賃の設定をする必要はないとい うことか。

→ これまで加算運賃の設定などを検討 したことはない。

平成 15年に特急料金を値下げしているが、運賃についても路線の状況をみて値下げするとい

う考えはないのか。

また、鉄道事業とそれ以外の事業 とめ間で内部補助的な考え方を採用 しているのか。それ と

も収支上は厳密に区別 しているのか。

→ 特急料金 と異な り、鉄道運賃は、旅客にとつては選択できないもの、鉄道を利用する際には

負担せざるを得ないものである。このため、運賃額については、基本的に長期間にわたつて安
定的な価格を維持すべきであると考えている。コス トの削減や収益の向上によって、運賃の上

げ下げを回避 し、現行の運賃体系を維持 していくのが鉄道事業経営の観点からは最も望ましい

とい うことである。

また、鉄道事業の総括原価に見合 う収入 としては、運賃や特急料金による収入のほか、駅の

構内売店の売上収入、鉄道用地の賃貸料収入等を含んでいる。 しかしながら、鉄道用地と全 く
切 り離されている事業に係る収支は鉄道事業の収支 と厳格に区分 してお り、そ うい う意味での

内部補助は一切行つていない。

10 相互乗入で東武鉄道 と乗入相手の会社 との間で現金のや り取 りがあるのか。

→ 当社の車両が他社線を走る区間と他社線の車両が当社線を走る区間は、基本的に同じ距離 と
している。 しかし、年間の走行距離を トータルすると若干の差が出ることもあるが、その場合
には精算 とい うことで現金をや り取 りすることになる。

11 競合他社の路線がある場合、普通運賃や特急料金の関係で、関係で考慮 されている点はあるの

か。また、鉄道会社は、一般的に、沿線のニュータウン開発、住宅開発がなされる場合に、何か

配慮 している点があるのか。

→ 当社の運賃、料金 と他社線の運賃、料金は基本的に別であると考えている。従つて、普通運

賃については、他社線 との競合区間であつても、特別の運賃 (通常の運賃よりも安い運賃)を
設定 したことはない。

また、当社の沿線でニュータウンが整備 されたときに、関係者の負担により新駅 (請願駅)

の設置や駅設備の充実等を実施 した事例はあるが、運賃や料金面で特段の配慮をしたことはな
い 。

12 特急列車については、春 日部、東武動物公園等の途中駅に停車させ、キロ程等もうまく組み合

わせながら特急料金を設定するなど利用者の負担に配慮 しつつ利便性が高める努力をしているこ

とが伺える。

→ できる限 り多くの旅客に特急列車を利用 していただきたいと考え、このような取 り組みを行
つている。 しかしながら、 「けごん」や 「きぬ」について言えば、主な利用者は依然 として東

京都内から終点の日光や鬼怒川に向か う行楽客、そして、平 日における春 日部・東京都心間の

乗車客であり、途中駅での乗降客は、なかなか増加 しない。



13 特急料金の値下げにより利用者数は増加に転 じたが、売 り上げは増加に転 じていない。厳 しい

面があることを再認識 した。

→ 御指摘のとお りである。



運 輸 審 議 会 議 事 録

(第 9回 )

日  時 平成 22年 2月 9日 (火)10時 30分 ～ 12時 16分

場 所 国土交通省 運輸審議会 審議室

出 席 者

委 員 氏 名  大屋則之、上野文雄、廻洋子、保田員紀子、島村勝巳、松田英三

事案処理職員氏名   /Jヽ :童Й]:払

関係者氏名  鉄道局 鉄道業務政策課 堀家久靖課長、菅原晋也課長補佐、

鉄道業務政策課 旅客輸送業務監理室 段原二郎室長、

黒り|1慎一課長補佐、橋田慶司課長補佐、栗原明宏専門官、

海老澤良和係長、鍋釜一浩係員

議  題

審   理  京成電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限設定認可申請事案に関する

鉄 道 関 係  公聴会において提起された事項に対する回答について

そ の 他  運輸審議会運輸安全確保部会の活用について

¨

運 輸 審 議 会



審議の概要

京成電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限設定認可申請事案に関する公聴会において

提起された事項に対する回答について、鉄道局鉄道業務政策課長より説明を聴取 し、審理を

行つた。

質疑等の概要は以下のとお り。

1 成田空港線の運賃は、北総線区間 (京成高砂～印格 日本医大)において北総鉄道の運賃と同額で

あることから、近距離帯では運賃の増加割合が大きいのに対 し、遠距離帯では運賃の増加割合が小
さくなつてお り、これが沿線住民の反発を招いているものと考えられる。他の競合事業者 との関係
を考慮 しなければならないことはわかるが、東京都心 0成田空港間の利用者にもう少 し負担させる
ことはできないのか。

→ 京成電鉄 としては、航空旅客の利用を確保 しつつ、北総区間についても安定した輸送サービス

の提供を維持する観点から、成田空港線の運賃を設定している。

東京都心と成田国際空港のアクセス手段は、鉄道が 3ルー ト (京成電鉄成田空港線、同本線及
び 」R東 日本)あ り、

・
さらにリムジンバスやマイカーも利用されている。

このため、成田国際空港までの運賃をより高く設定 した場合には、競合する他のアクセス手
段への航空旅客の流出によって成田空港線全体の収益が低下し、その結果、成田空港 線全体

の運賃の引き上げが必要となることも想定される。

2 京成電鉄の列車の運行本数が増えた場合、京成電鉄が北総鉄道や千葉ニュータウン鉄道 (CN
T)に支払 う線路使用料も増えるのか。

3 成田空港線の開業により、鉄道の利便性が向上し、沿線人口や鉄道利用者が増えれば、北総鉄道
の収支も改善するのではないか。

→ 成田空港線の開業によつて北総線区間の各駅から成田湯川駅、空港 2駅への鉄道利用者が純増

旅客として発生するが、純増旅客に係る収入は一定のルールにより北総鉄道 と京成電鉄に配分さ

れる。 さらに京成電鉄は自社に配分された収入の一部を北総線運賃値下げの原資として北総鉄道

に拠出することとしている。

このため、同線の開業に伴い鉄道利用者が増加すれば北総鉄道の収支改善にも寄与するので

はないかと考えられる。

4 スカイライナーの運賃・料金は全て京成電鉄の収入になるのだから、その運行本数が増えても北

総鉄道の増収にはつながらないのではないか。

→ スカイライナーの収入の取 り扱いについては御指摘の通 りであるが、京成電鉄一般特急の運行

により北総線区間から成田空港方面への鉄道利用者が増加すれば、北総鉄道の増収につながる。

また、京成電鉄は自社の純増収入の一部を北総線運賃値下げの原資とするため線路使用料の

一部として北総鉄道に拠出すると聞いている。



次の点について確認させていただきたい。

① 京成電鉄が北総鉄道に支払 う線路使用料について、例えば運賃収入を基準に算定すること
は考えられないのか。

② 千葉ニュータウン鉄道 (CNT)に支払う線路使用料の額について、京成電鉄は 3億円、
北総鉄道は23億円となっているが、何故このような大きな乖離があるのか。

③ 北総鉄道の経営安定化に資する有効な支援策はないのか。
④ 北総線値下げ合意文書に基づき「北総線の利用促進協議会」が設置された場合、京成電

鉄はどのように対応するのか。
⑤ 京成電鉄は地域の関係者に成田空港線に関する説明をもう少し行 うべきではないか。

→ 御質問に対する回答は次の通りである。

② CNTの 区間 (小室～印藩 日本医大)は平成 16年 6月 までは都市基盤整備公団が第二
種事業者、北総鉄道が第二種鉄道事業者として運営を行つており、両事業者間の契約によ
つて、北総鉄道は公団鉄道の累積損失が解消されるまでは運賃収入全額を公団に支払い、
運行経費相当額を公団から受け取ることとなっていた。

平成 16年 7月 に公団の第二種鉄道事業はCNTに譲渡されたが、契約の内容も引き継
がれ、北総鉄道は契約に基づく線路使用料の支払いを続けている。将来的には、CNTの
累積損失が解消した時点で線路使用料の支払い方法も見直すようである。
他方、京成電要がCNTに支払 う線路使用料については、北総鉄道に支払 う線路使用料

と同様、まずは資本費コス トベースによる線路使用料を支払い、次にCNT区間の京成電
鉄への乗 り替わりに伴 う北総鉄道の運賃収入の減少額 (=北総鉄道がCNTに支払 う線路
使用料の減少額)が資本コス トベースを超える場合には影響差額を加算した線路使用料を
支払 うこととしている。

③ 北総鉄道は鉄道公団のP線方式で建設された路線であり、完成後譲渡を受けて鉄道公団、
その後身である鉄道運輸機構に元利償還を行つていることから、国の支援としては、償還
の猶予が中心となっている。

④ 京成電鉄については、協議会に参画し、自治体その他の関係者と協力して、鉄道利用促
進のための施策に積極的に取り組んでいただくことを期待している。  、

⑤ 京成電鉄の説明努力は不足していると認識している。地域の関係者に十分な説明を行 う
よう努力してほしいと考えている。

6 地域の関係者に線路使用料の仕組みなどをきちんと説明する必要がある。

→ 公聴会での反対公述人の意見を聞いていると、「京成電鉄は、運賃収入を独占し、適正な線路
使用料を支払わないで北総線区間を事実上無償で運行する」といった誤解もあるようなので、京
成電鉄においては、関係者に対して、きちんとした説明を行い、理解を得るよう努力する必要が
あると考えている。

7 京成電鉄が北総鉄道と調整した上で同一運賃を設定する場合、独占禁止法との関係で問題が生じ
るおそれはないか。

→ 利用者の混乱を防止する観点から、同一区間では同一の運賃である方が望ましく、京成電鉄は
北総線区間について北総鉄道と同一の運賃を設定することとしている。

8 成田空港線は鉄道施設の保有事業者が異なる4区間を運行する。区間毎に当該区間の総括原価を
踏まえた運賃を設定するという考え方もあるのではないか。

賃収入は毎年変動するので、線路使用料の支
払額が安定性を欠 くことになり、基準としては適切でないように考えられる。



→ 京成電鉄は成田空港線を一貫して運行するので、同線の運賃については、成田空港線全体の総
括原価を踏まえて設定することとしている。

一 以上 一



運 輸 審 議 会 議 事 録

(第 10回 )

日  時 平成 22年 2月 16日 (火)10時 30分 ～ 12時 00分

場 所 国土交通省 運輸審議会 審議室

出 席 者

委 員 氏 名  大屋貝J之 、上野文雄、廻洋子、保田員紀子、島村勝巳、松田英三

事案処理職員氏名   /Jヽ f童琉]:払

議  題

審   理  京成電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限設定の認可申請 (成田空港

鉄 道 関 係 線 )

(平21-4001)

運 輸 審 議 会



審議の概要

京成電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限設定の認可申請 (成 田空港線)(平 21-400

1)に関する答申案について、別紙資料により、事案処理職員より説明を聴取し、審理を行つ

た。

事務処理職員からの説明聴取後答申案の内容について討議した。

委員間の討議において

・理由の部分で参考人の意見内容を引用する必要はない。

・国土交通大臣への要望事項については、運輸審議会の審議事項との関係を踏まえて、一部見直

しを行 うべきである。
・重複記載事項の省略など細部の文章表現についてもより適切なものにすべきである。

等の方向で意見が集約されたので、これを踏まえて審理室において答申案を修正し、 18日 の審議

会に再度諮ることにした。



運 輸 審 議 会 議 事 録

(第 11回 )

日  時 平成 22年 2月 18日 (木)10時 30分 ～ 10時 45分

場 所 国土交通省 運輸審議会 審議室

出 席 者

委 員 氏 名  大屋則之、上野文雄、廻洋子、保田員紀子、島村勝巳、松田英三

事案処理職員氏名   /Jヽ [菫Й]:法

議  題

答   申  京成電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限設定の認可申請 (成 田空港

鉄 道 関 係 線 )

(平21-4001)

運 輸 審 議 会



審議の概要

京成電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限設定の認可申請 (成 田空港線)(平 21-400

1)について、審理の結果、申請どお り認可することが適当である旨答申した。

事務処理職員より説明を聴取 し、原案のとお り答申することを決定した。
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